
田野体育館＿球技利用規則 

★予約申込者又は団体責任者が全員に周知徹底させてください★ 

◆球技使用時の厳守事項 

 ★フットサル・ハンドボール 

 ・原則全面使用とする（フットサルのみ） 

 ・ハンドボールは半面以上からの予約とする（但し、ゴールの設置場所は観客席側は NGとする） 

 ・四方の防球ネットは全て敷くこと ※敷かずに競技した結果の破損等は全額弁償を命じる 

 ・ラインテープを貼った場合、使用後に必ず剥がすこと 

※無断貼付け禁止。尚、床の素材上テープ類は貼っても直ぐに剥がれます 

  ※貼り残しは見つけ次第代表者へ連絡をとり当日中に剥がしに来て頂きます 

 ・駐車場・玄関周辺・通路など競技スペース以外での練習は禁止する（他競技も同様） 

 ・壁当てなどボールを壁に当てる練習は禁止 ※故意な破損は全額弁償を命じる（他競技も同様） 

 ・ゴールは使用後に必ず所定の位置へ戻すこと 

※戻していない場合、代表者へ連絡し当日中にやり直しを命じます 

★バレーボール（6人制・9人制） 

・半面または全面での使用のみとする 

・クランクは使用後に所定の位置に戻すこと 

 ・支柱・アンテナ・防護マット等の備品は必ず所定の位置に戻すこと 

  ※片付けが酷いと判断した場合、やり直しを命じることがあります 

 ・ネットは畳んで紐で結んで所定の位置に戻すこと  

※次利用者の迷惑にならないよう所定の位置に戻すこと 

 ・使用後の支柱の穴は必ず蓋（ふた）をしてください 

 ★その他ボールを使った利用について 

・バスケットボールは原則使用不可とする 

※但し、パス練習やドリブル練習のみは使用可とする。シュート練習は不可 

 ・使用不可のボール：軟式・硬式球・硬式テニス球など壁や床等の破損に繋がる恐れのある球 

 ・使用可のボール ：上記以外のゴムボールなど（スポーツを行うことが条件） 

 ・屋外で普段使用している道具はきれいな状態であれば原則使用可とする。但し、建物の破損に繋が

る恐れのある道具や土・泥の付いた道具に関しては如何なる理由においても持ち込み不可とする 

上記、規則事項を守れない場合、今後の利用に影響する可能性があります。 

マナーを守り、皆様が気持ちよく利用できるようご協力ください。 
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